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（訂正）「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について 

当社は、平成 18年５月 16 日に発表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、

下記のとおり一部訂正をいたしますので、お知らせいたします。 

記 
（網掛け部分は訂正箇所を示します。） 

＜訂正前＞ 

１．定款変更の目的 

(2) 当社は、経営環境に的確かつ迅速に対応するため、平成13年６月より取締役会の機能の強化を図る

とともに、執行役員制度を導入しておりますが、この制度が定着し、少数の取締役により取締役会

を構成して意思決定を行っている実態に即し、現行定款 18条（取締役の数）に定める取締役の員数
を 15名以内から 10名以内に減員するとともに、所要の変更を行うものであります。 

 

＜訂正後＞ 

１．定款変更の目的 

(2) 当社は、経営環境に的確かつ迅速に対応するため、平成13年６月より取締役会の機能の強化を図る
とともに、執行役員制度を導入しておりますが、この制度が定着し、少数の取締役により取締役会

を構成して意思決定を行っている実態に即し、現行定款第 18条（取締役の数）に定める取締役の員

数を 15名以内から10名以内に減員するとともに、所要の変更を行うものであります。 

 
＜訂正前＞ 

現    行 改 訂（案） 

（議決権の代理行使） 
第17条 株主は他の議決権ある株主に委任してその議

決権を行使することができる。 
 
（新  設） 

（議決権の代理行使） 
第20条 株主は、当会社の議決権ある株主１名を代理

人としてその議決権を行使することができ
る。 
２ 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければな
らない。 

 
＜訂正後＞ 

現    行 改 訂（案） 

（議決権の代理行使） 
第17条 株主は他の議決権ある株主に委任してその議
決権を行使することができる。 

 
（新  設） 

（議決権の代理行使） 
第20条 株主は、当会社の議決権ある他の株主１名を
代理人としてその議決権を行使することがで

きる。 
２ 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権

を証明する書面を当会社に提出しなければな
らない。 

 

 



 

 

 
＜訂正前＞ 

現    行 改 訂（案） 

（監査役の選任方法） 

第27条 当会社の監査役は株主総会において選任する。 
監査役の選任決議は総株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数で行う。 

（選任方法） 

第31条 当会社の監査役は、株主総会において選任す
る。 
２ 監査役の選任決議は、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 
 

＜訂正後＞ 

現    行 改 訂（案） 

（監査役の選任方法） 
第27条 当会社の監査役は株主総会において選任する。 

監査役の選任決議は総株主の議決権の３分の
１以上を有する株主が出席し、その議決権の

過半数で行う。 

（選任方法） 
第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもっ
て行う。 

 
以  上 


